
死亡届出後の各種手続き 

● 亡くなった人のもの 

● ご遺族のもの 

● その他 （該当する場合に必要なもの）  

 

 

 

市民課おくやみコーナー （市役所本庁舎１階 ☎0834-22-8836） 

 

電話予約 

優先 



　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

【
新

】
 新

南
陽

総
合

支
所

　
【
熊

】
 熊

毛
総

合
支

所
　

【
鹿

】
 鹿

野
総

合
支

所

手
　

続
　

き
　

の
　

内
　

容
　

等
各

総
合

支
所

窓
口

手
続

き
の

目
安

資
格

確
認

書
の

返
還

、
葬

祭
費

の
請

求

資
格

確
認

書
の

返
還

、
葬

祭
費

の
請

求
　

死
亡

一
時

金
の

請
求

、
未

支
給

年
金

の
請

求
、

厚
生

年
金

手
続

き
の

案
内

年
金

担
当

☎
(0

8
3
4
) 

2
2
-
8
3
1
6

１
階 ①

手
続

き
に

よ
り

期
限

が
異

な
る

た
め

、
早

目
の

連
絡

を
お

願
い

し
ま

す

被
保

険
者

証
の

返
還

１
階 ⑳

早
目

の
連

絡
を

お
願

い
し

ま
す

手
帳

の
返

還
 （

身
体

障
害

者
手

帳
・

療
育

手
帳

・
精

神
障

害
者

保
健

福
祉

手
帳

）

受
給

者
証

の
返

還

受
給

者
証

の
返

還

各
種

手
続

き

市
役

所
で

の
手

続
き

は
必

要
あ

り
ま

せ
ん

。
※

各
種

手
続

き
で

個
人

番
号

（
マ

イ
ナ

ン
バ

ー
）
が

必
要

に
な

る
場

合
が

あ
り

ま
す

の
で

、
当

面
保

管
し

て
お

く
こ

と
を

お
勧

め
し

ま
す

。

住
民

基
本

台
帳

カ
ー

ド
の

返
還

早
目

の
連

絡
を

お
願

い
し

ま
す

市
役

所
で

の
手

続
き

は
必

要
あ

り
ま

せ
ん

。
※

印
鑑

登
録

は
消

除
さ

れ
ま

す
。

登
録

証
明

担
当

☎
(0

8
3
4
) 

2
2
-
8
2
9
3

１
階

周
南

市
登

録
の

原
動

機
付

自
転

車
等

の
廃

車
（
ナ

ン
バ

ー
プ

レ
ー

ト
の

返
納

）
・
名

義
変

更
市

民
税

一
担

当
☎

(0
8
3
4
) 

2
2
-
8
2
7
1

２
階 ⑯

手
続

き
に

よ
り

期
限

が
異

な
る

た
め

、
早

目
の

連
絡

を
お

願
い

し
ま

す

市
県

民
税

の
課

税
の

あ
っ

た
人

は
届

出
市

民
税

二
担

当
☎

(0
8
3
4
) 

2
2
-
8
2
7
3

２
階 ⑯

手
続

き
に

よ
り

期
限

が
異

な
る

た
め

、
早

目
の

連
絡

を
お

願
い

し
ま

す

土
地

・
家

屋
の

所
有

者
で

あ
っ

た
人

は
届

出
土

地
家

屋
担

当
☎

【
土

地
】
 (

0
8
3
4
) 

2
2
-
8
2
7
5

☎
【
家

屋
】
 (

0
8
3
4
) 

2
2
-
8
2
6
9

２
階 ⑯

手
続

き
に

よ
り

期
限

が
異

な
る

た
め

、
早

目
の

連
絡

を
お

願
い

し
ま

す

市
営

住
宅

の
入

居
者

で
あ

っ
た

人
に

つ
い

て
は

退
去

ま
た

は
家

族
異

動
、

承
継

の
手

続
き

２
階 ⑦

【
新

】
市

民
福

祉
課

 市
民

生
活

担
当

　
　

　
☎

(0
8
3
4
) 
6
1
-
4
1
0
3

【
熊

】
産

業
土

木
課

 施
設

管
理

担
当

　
　

　
☎

(0
8
3
3
) 
9
2
-
0
0
2
1

【
鹿

】
産

業
土

木
課

 施
設

管
理

担
当

　
　

　
☎

(0
8
3
4
) 
6
8
-
2
3
3
4

手
続

き
に

よ
り

期
限

が
異

な
る

た
め

、
早

目
の

連
絡

を
お

願
い

し
ま

す

医 療 マ
イ

ナ
ン

バ
ー

カ
ー

ド

【
新

】
市

民
福

祉
課

 市
民

生
活

担
当

　
　

　
☎

(0
8
3
4
) 

6
1
-
4
1
0
3

【
熊

】
市

民
福

祉
課

 市
民

生
活

担
当

　
　

　
☎

(0
8
3
3
) 

9
2
-
0
0
1
1

【
鹿

】
市

民
福

祉
課

 市
民

生
活

担
当

　
　

　
☎

(0
8
3
4
) 

6
8
-
2
3
3
3

給
付

担
当

☎
(0

8
3
4
) 

2
2
-
8
3
1
1

高
齢

者
支

援
課

☎
(0

8
3
4
) 

2
2
-
8
4
6
7

課 税 課保 険 年 金 課

早
目

の
連

絡
を

お
願

い
し

ま
す

早
目

の
連

絡
を

お
願

い
し

ま
す

市 民 課

１
階

１
階 ⑱

周
南

公
営

住
宅

管
理

協
会

☎
(0

8
3
4
) 

2
1
-
0
7
0
0

対
　

象

身
体

障
害

者
手

帳
等

１
階 ㉑１
階 ①

【
新

】
市

民
福

祉
課

 保
険

年
金

担
当

　
　

　
☎

(0
8
3
4
) 

6
1
-
4
1
1
0

【
熊

】
市

民
福

祉
課

 保
険

年
金

担
当

　
　

　
☎

(0
8
3
3
) 

9
2
-
0
0
3
5

【
鹿

】
市

民
福

祉
課

 健
康

福
祉

担
当

　
　

　
☎

(0
8
3
4
) 

6
8
-
2
3
3
2

国
民

健
康

保
険

【
新

】
市

民
福

祉
課

 福
祉

担
当

　
　

　
☎

(0
8
3
4
) 

6
1
-
4
1
1
3

【
熊

】
市

民
福

祉
課

 保
健

福
祉

担
当

　
　

　
☎

(0
8
3
3
) 

9
2
-
0
0
1
2

【
鹿

】
市

民
福

祉
課

 健
康

福
祉

担
当

　
　

　
☎

(0
8
3
4
) 

6
8
-
2
3
3
2

介
護

保
険

乳
幼

児
・
こ

ど
も

・
ひ

と
り

親
医

療

後
期

高
齢

者
医

療

重
度

心
身

障
害

者
医

療

国
民

年
金

・
厚

生
年

金

障
害

者
支

援
課

☎
(0

8
3
4
) 

2
2
-
8
3
8
7

児
童

手
当

・
児

童
扶

養
手

当
・
遺

児
福

祉
手

当

資
格

確
認

書
は

早
目

に
葬

祭
費

は
葬

儀
日

の
翌

日
か

ら
２

年
以

内

固
定

資
産

税

周
南

市
役

所
本

庁
窓

口

●
市

役
所

で
の

手
続

き

原
動

機
付

自
転

車

住
民

基
本

台
帳

カ
ー

ド

異
動

届
出

担
当

☎
(0

8
3
4
) 

2
2
-
8
2
9
2

福 祉 医 療
子

育
て

給
付

課
☎

(0
8
3
4
) 

2
2
-
8
4
6
0

市
営

住
宅

印
鑑

登
録

証

市
県

民
税

税 金



使
用

者
の

変
更

ま
た

は
解

約
の

届
出

２
階 ④

早
目

の
連

絡
を

お
願

い
し

ま
す

犬
の

飼
い

主
変

更
の

届
出

墓
地

の
使

用
者

で
あ

っ
た

人
に

つ
い

て
は

使
用

者
変

更
（
承

継
）
の

手
続

き
、

納
骨

を
さ

れ
る

人
は

届
出

管
理

者
の

変
更

、
休

止
・
廃

止
の

届
出

※
設

置
時

に
補

助
金

の
交

付
を

受
け

て
い

る
場

合
、

処
理

対
象

人
員

算
定

基
準

の
た

だ
し

書
に

関
す

る
適

用
を

受
け

て
い

る
場

合
は

、
承

継
手

続
き

が
必

要
な

場
合

が
あ

り
ま

す
。

２
階 ⑤

変
更

の
あ

っ
た

日
か

ら
３

０
日

以
内

一
人

世
帯

だ
っ

た
人

の
み

届
出

【
鹿

】
地

域
政

策
課

　
　

　
☎

(0
8
3
4
) 

6
8
-
2
3
3
1

早
目

の
連

絡
を

お
願

い
し

ま
す

使
用

者
の

変
更

、
閉

栓
の

届
出

※
井

戸
水

で
下

水
道

を
使

用
す

る
家

庭
で

は
下

水
道

使
用

人
数

で
算

定
す

る
た

め
、

世
帯

員
が

増
減

す
る

時
も

届
け

出
て

く
だ

さ
い

。
２

階
早

目
の

連
絡

を
お

願
い

し
ま

す

相
続

農
地

届
出

※
相

続
登

記
が

完
了

後
に

提
出

し
て

く
だ

さ
い

。
３

階 ⑧
１

０
カ

月
以

内

図
書

館
カ

ー
ド

返
還

、
図

書
の

返
却

○
支

所
の

電
話

番
号

  
  

 櫛
浜

支
所

  
☎

（
0
8
3
4
）
2
5
-
0
5
2
5
　

　
　

鼓
南

支
所

  
☎

（
0
8
3
4
）
8
4
-
0
3
1
0
　

　
久

米
支

所
  

☎
（
0
8
3
4
）
2
9
-
0
4
5
1
　

　
　

菊
川

支
所

  
☎

（
0
8
3
4
）
6
2
-
2
8
0
1
　

　
　

夜
市

支
所

  
☎

（
0
8
3
4
）
6
2
-
2
7
0
7

  
 　

戸
田

支
所

  
☎

（
0
8
3
4
）
8
3
-
2
0
0
1
　

　
　

湯
野

支
所

  
☎

（
0
8
3
4
）
8
3
-
2
0
0
2
　

　
大

津
島

支
所

  
☎

（
0
8
3
4
）
8
5
-
2
0
0
1
  

  
向

道
支

所
  

☎
（
0
8
3
4
）
8
8
-
1
8
0
0
　

　
 長

穂
支

所
  

☎
（
0
8
3
4
）
8
8
-
0
4
0
1

  
  

 須
々

万
支

所
  

☎
（
0
8
3
4
）
8
8
-
0
0
0
1
  

  
中

須
支

所
  

☎
（
0
8
3
4
）
8
9
-
0
3
0
1
  

  
 須

金
支

所
  

☎
（
0
8
3
4
）
8
6
-
2
2
0
1
  

  
 和

田
支

所
  

☎
（
0
8
3
4
）
6
7
-
2
1
1
1
　

　
　

八
代

支
所

  
☎

（
0
8
3
3
）
9
2
-
0
0
0
3

手
　

続
　

き
　

の
　

内
　

容
　

等
電

話
番

号

未
支

給
年

金
又

は
遺

族
年

金
請

求
☎

（
0
8
3
4
）
3
1
-
2
1
5
2

世
帯

構
成

等
の

変
更

が
あ

り
、

給
付

対
象

者
に

該
当

す
る

場
合

は
手

続
き

☎
（
0
5
7
0
）
0
5
-
4
0
9
2

手
帳

の
返

還
（
認

印
を

ご
持

参
く
だ

さ
い

。
）

☎
（
0
8
3
4
）
3
3
-
6
4
2
5

資
格

喪
失

の
届

出
☎

（
0
8
3
3
）
4
1
-
3
1
0
0

飼
い

主
の

変
更

等
に

つ
い

て
、

右
記

U
R

L
か

ら
手

続
き

し
て

く
だ

さ
い

。
h
tt

p
s:

/
/
re

g.
m

c
.e

n
v.

go
.jp

　
　

※
登

録
証

明
書

を
準

備
く
だ

さ
い

。
☎

（
0
3
）
6
3
8
4
-
5
3
2
0

E
-
m

ai
l：

in
fo

@
m

c
.e

n
v.

go
.jp

法
務

局
へ

相
続

登
記

の
届

出

相
続

登
記

・
預

金
払

戻
等

の
各

種
相

続
手

続
に

便
利

な
、

「
法

定
相

続
情

報
証

明
制

度
」
が

あ
り

ま
す

。
☎

（
0
8
3
4
）
2
8
-
0
2
4
4

音
声

案
内

で
②

→
③

を
選

択
名

義
変

更
・
解

約
☎

（
0
1
2
0
）
6
1
-
1
9
0
7

契
約

承
継

・
解

約
☎

1
1
6
（
9
時

～
1
7
時

、
土

・
日

・
祝

も
営

業
）

名
義

変
更

・
解

約

防
災

無
線

（
鹿

野
地

区
の

み
）

市
営

墓
地

環
境

政
策

課
☎

(0
8
3
4
) 

2
2
-
8
3
2
2

農
業

委
員

会
事

務
局

☎
(0

8
3
4
) 

2
2
-
8
5
7
4

不
動

産
の

相
続

人

犬
と

猫
の

マ
イ

ク
ロ

チ
ッ

プ
情

報
登

録

原
爆

被
爆

者
手

帳

●
市

役
所

以
外

で
の

主
な

手
続

き

犬
の

登
録

年
金

生
活

者
支

援
給

付
金

農
業

者
年

金
加

入
者

し
尿

く
み

取
り

厚
生

年
金

受
給

者

２
階 ⑤

対
　

象

水
道

・
下

水
道

中
央

図
書

館
☎

(0
8
3
4
) 

2
2
-
8
6
8
9

浄
化

槽

年
金

生
活

者
支

援
給

付
金

専
用

ダ
イ

ヤ
ル

環
境

大
臣

指
定

登
録

機
関

（
公

社
）
日

本
獣

医
師

会

Ｊ
Ａ

山
口

県
周

南
統

括
本

部
総

務
管

理
課

【
新

】
市

民
福

祉
課

 市
民

生
活

担
当

　
　

　
☎

(0
8
3
4
) 

6
1
-
4
1
0
3

【
熊

】
市

民
福

祉
課

 環
境

担
当

　
　

　
☎

(0
8
3
3
) 

9
2
-
0
0
3
6

【
鹿

】
市

民
福

祉
課

 市
民

生
活

担
当

　
　

　
☎

(0
8
3
4
) 

6
8
-
2
3
3
3

早
目

の
連

絡
を

お
願

い
し

ま
す

上
下

水
道

局
料

金
セ

ン
タ

ー
☎

(0
8
3
4
) 

2
2
-
8
6
1
7

電
気

山
口

県
周

南
健

康
福

祉
セ

ン
タ

ー
地

域
保

健
班

フ
リ

ー
ダ

イ
ヤ

ル
☎

（
0
1
2
0
）
1
5
-
1
5
1
5
、

ま
た

は
営

業
部

☎
（
0
8
3
9
）
2
1
-
3
7
1
1

お
問

い
合

わ
せ

先

Ｎ
Ｈ

Ｋ

電
話

徳
山

年
金

事
務

所

中
国

電
力

（
株

）
徳

山
営

業
所

Ｎ
Ｔ

Ｔ

『
法

務
省

ホ
ー

ム
ペ

ー
ジ

「
未

来
に

つ
な

ぐ
相

続
登

記
」
』
ま

た
は

『
山

口
地

方
法

務
局

ホ
ー

ム
ペ

ー
ジ

「
不

動
産

登
記

申
請

手
続

」
⇒

「
不

動
産

の
所

有
者

が
亡

く
な

っ
た

」
』
で

検
索

リ
サ

イ
ク

ル
推

進
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